
佐賀県の生態系をまもるため、平成１８年４月１日から

移入種（外来種）の規制が始まります。

指定された３２種類については、
① 野外に「放つ」、「植栽する」、「種子をまく」ことが禁止となります。
② 決められた飼育施設等で適切に取り扱わなければなりません。
③ 販売者は購入者に対して移入種の取扱いについて説明してください。
注：捕獲したものをその場で放つ（再放流、リリース）も禁止です。
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お問い合わせ先：佐賀県くらし環境本部環境課自然環境担当 TEL 0952-25-7080


